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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 2月 7日 (2006.2.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 住 戸 内 に 設 け ら れ た 火 災 検 出 手 段 を 有 す る ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ ド 及 び 住
宅 情 報 盤 と 、 前 記 住 戸 の 玄 関 の 近 傍 に 設 け ら れ 前 記 住 宅 情 報 盤 に 接 続 さ れ た 戸 外 表 示 器 と
を 備 え 、
　 前 記 住 宅 情 報 盤 は 、 前 記 ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ ド の 火 災 検 出 手 段 の 状 態 が 変 化 し た と き に 出
力 さ れ る 火 災 信 号 を 受 け て 、 前 記 戸 外 表 示 器 に 設 け た 表 示 部 を 点 灯 さ せ る こ と を 特 徴 と す
る ス プ リ ン ク ラ 消 火 設 備 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 住 宅 情 報 盤 と ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ ド と の 間 に 設 け ら れ た 制 御 装 置 と 、 前
記 ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ ド が 接 続 さ れ る 配 管 の 基 端 側 に 設 け ら れ た 常 閉 の 起 動 弁 と を 備 え 、
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ ド の 火 災 検 出 手 段 の 状 態 が 変 化 し た と き に 出 力
さ れ る 火 災 信 号 を 受 け て 、 前 記 起 動 弁 を 開 放 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ス プ
リ ン ク ラ 消 火 設 備 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 住 宅 情 報 盤 と 前 記 ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ ド と の 間 に 設 け ら れ た 制 御 装
置 と 、 複 数 の 住 宅 情 報 盤 が 接 続 さ れ て 該 住 宅 情 報 盤 と 信 号 の や り と り を 行 う 住 棟 受 信 機 と
を 備 え 、
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ ド の 火 災 検 出 手 段 の 状 態 が 変 化 し た と き に 出 力
さ れ る 火 災 信 号 を 受 け て 該 火 災 信 号 を 前 記 住 宅 情 報 盤 と 前 記 住 棟 受 信 機 に そ れ ぞ れ 送 出 し
、
　 前 記 住 棟 受 信 機 は 、 前 記 火 災 信 号 を 受 信 し た と き は 対 応 す る 住 宅 情 報 盤 に 地 区 音 響 信 号
を 送 出 す る こ と を 特 徴 と す る ス プ リ ン ク ラ 消 火 設 備 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 記 起 動 弁 及 び 制 御 装 置 を 前 記 住 戸 の 外 部 近 傍 に 設 け る と 共 に 、 前 記
制 御 装 置 に 起 動 弁 を 開 放 状 態 か ら 閉 止 状 態 に 復 帰 さ せ る 復 旧 ス イ ッ チ を 設 け た こ と を 特 徴
と す る ス プ リ ン ク ラ 消 火 設 備 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 制 御 装 置 に 、 起 動 弁 が 開 放 し た と き に 点 灯 す る 起 動 弁 開 表 示 灯 を
設 け 、 該 制 御 装 置 か ら 起 動 弁 に 開 放 信 号 を 送 出 し た の ち 所 定 の 時 間 内 に 起 動 弁 か
ら の 応 答 信 号 を 受 信 で き な い と き に 点 灯 す る 起 動 弁 故 障 表 示 灯 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る

記 載 の ス プ リ ン ク ラ 消 火 設 備 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 起 動 弁 の 状 態 を 、 住 棟 受 信 機 に も 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 記 載 の ス プ リ ン ク ラ 消 火 設 備 。

前 記

請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の
前

請 求 項 ２ 又 は ３ 記 載 の
前 記

ま た は 、

請 求 項 ２ ～ ４ の い ず れ か に
前 記

５



【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 上 記 の ス プ リ ン ク ラ 消 火 設 備 に お い て 、 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ
ド の 火 災 検 出 手 段 の 状 態 が 変 化 し た と き に 出 力 さ れ る 火 災 信 号 を 受 け て 該 火 災 信 号 を 前 記
住 宅 情 報 盤 と 前 記 住 棟 受 信 機 に そ れ ぞ れ 送 出 し 、 前 記 住 棟 受 信 機 は 、 前 記 火 災 信 号 を 受 信
し た と き は 対 応 す る 住 宅 情 報 盤 に 地 区 音 響 信 号 を 送 出 す る よ う に し た も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 さ ら に 、 上 記 の ス プ リ ン ク ラ 消 火 設 備 に お い て 、 前 記 起 動 弁 及 び 制 御 装 置 を 前 記 住 戸 の
外 部 近 傍 に 設 け る と 共 に 、 前 記 制 御 装 置 に 起 動 弁 を 開 放 状 態 か ら 閉 止 状 態 に 復 帰 さ せ る 復
旧 ス イ ッ チ を 設 け た も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 上 記 の ス プ リ ン ク ラ 消 火 設 備 に お い て 、 前 記 制 御 装 置 に 、 起 動 弁 が 開 放 し た と き
に 点 灯 す る 起 動 弁 開 表 示 灯 を 設 け 、 ま た は 、 該 制 御 装 置 か ら 起 動 弁 に 開 放 信 号 を 送 出 し た
の ち 所 定 時 間 内 に 起 動 弁 か ら の 応 答 信 号 を 受 信 で き な い と き に 点 灯 す る 起 動 弁 故 障 表 示 灯
を 設 け た も の で あ る 。
　 ま た 、 上 記 の 起 動 弁 の 状 態 を 、 住 棟 受 信 機 に も 表 示 す る よ う に し た 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 請 求 項 ３ の 発 明 は 、 上 記 請 求 項 １ 又 は ２ の 発 明 に お い て 、 前 記 住 宅 情 報 盤 と ス プ リ ン ク
ラ ヘ ッ ド と の 間 に 設 け ら れ た 制 御 装 置 と 、 複 数 の 住 宅 情 報 盤 が 接 続 さ れ て 住 宅 情 報 盤 と 信
号 の や り と り を 行 う 住 棟 受 信 機 と を 備 え 、 制 御 装 置 は 、 ス プ リ ン ク ラ ヘ ッ ド の 火 災 検 出 手
段 の 状 態 が 変 化 し た と き に 出 力 さ れ る 火 災 信 号 を 受 け て こ の 火 災 信 号 を 住 宅 情 報 盤 と 住 棟
受 信 機 に そ れ ぞ れ 送 出 し 、 住 棟 受 信 機 は 、 火 災 信 号 を 受 信 し た と き は 対 応 す る 住 宅 情 報 盤
に 地 区 音 響 信 号 を 送 出 す る よ う に し た の で 、 住 宅 情 報 盤 は ほ と ん ど 同 時 に ２ つ の 信 号 を 受
信 す る こ と に な り 、 遅 延 機 能 が 解 除 さ れ 直 ち に 火 災 の 発 生 を 判 断 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 請 求 項 ４ の 発 明 は 、 上 記 の 請 求 項 ２ 又 は ３ の 発 明 に お い て 、 起 動 弁 及 び 制 御 装 置 を 住 戸
の 外 部 近 傍 に 設 け る と 共 に 、 制 御 装 置 に 起 動 弁 を 開 放 状 態 か ら 閉 止 状 態 に 復 帰 さ せ る 復 旧
ス イ ッ チ を 設 け た の で 、 火 災 が 鎮 火 し た と き は 、 住 戸 内 の 人 又 は 付 近 の 住 民 が 直 ち に 起 動
弁 を 閉 じ る こ と が で き 、 火 災 鎮 火 後 の 水 損 を 減 ら す こ と が で き る 。 ま た 、 起 動 弁 の 点 検 を
行 う と き も 、 制 御 装 置 に よ っ て 起 動 弁 の 開 放 と 閉 止 を 制 御 す る こ と が で き 、 住 棟 受 信 機 か
ら の 制 御 は 不 要 な の で 、 点 検 が 容 易 で あ る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 請 求 項 ５ の 発 明 は 、 上 記 の 請 求 項 ２ ～ ４ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 制 御 装 置 に 、 起 動
弁 が 開 放 し た と き に 点 灯 す る 起 動 弁 開 表 示 灯 を 設 け 、 ま た は 、 制 御 装 置 か ら 起 動 弁 に 開 放
信 号 を 送 出 し た の ち 所 定 時 間 内 に 起 動 弁 か ら の 応 答 信 号 を 受 信 で き な い と き に 点 灯 す る 起
動 弁 故 障 表 示 灯 を 設 け た の で 、 起 動 弁 の 開 放 及 び 起 動 弁 が 正 常 に 閉 止 し た か を 容 易 に 確 認
す る こ と が で き 、 ま た 起 動 弁 の 故 障 を 一 目 で 確 認 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ７
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 請 求 項 ６ の 発 明 は 、 請 求 項 ５ の 発 明 に お い て 、 起 動 弁 の 状 態 を 住 棟 受 信 機 に も 表 示 す る
よ う に し た の で 、 住 棟 受 信 機 側 か ら も 起 動 弁 の 状 態 を 確 認 す る こ と が で き 、 ま た 、 制 御 装
置 と 住 棟 受 信 機 間 の 信 号 線 の 断 線 の 有 無 を 確 認 す る こ と が で き る 。
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